
国の防災基本計画の修正関係

〇避難所におけるこども・若者の居場所の確保

〇林野火災編の見直し

その他最近の施策の進展等を踏まえた修正

【背景】

『国の防災基本計画の修正（令和７年７月分）』及び『令和6年能登半島地震に係る検討』を踏まえて、より実効性のある計画とする

ため、佐賀県地域防災計画を修正する。主な修正項目は下記の通り。

佐賀県地域防災計画 修正の概要

・指定避難所におけるこども・若者の居場所の確保への配慮【風水害編P180、地震・津波編P204】

・住民への火の取り扱いの啓発活動を推進【その他災害編P26】

・地上・空中消火の連携を基本とした災害対応への備え【その他災害編P27】
・空中消火、熱源探査装置等の資機材整備の推進 【その他災害編P28】

〇被災者支援の充実

関連する法令の改正を踏まえた修正

・在宅・車中泊避難者への福祉サービスの提供【風水害編P162 、地震・津波編P185】

・NPO、災害ボランティアとの平時からの連携、研修・訓練の推進【風水害編P84、地震・津波編P108】
・地方公共団体による物資の備蓄状況公表【風水害編P70、地震・津波編P93】



国の防災基本計画の修正関係

〇被災者支援の充実

〇保健医療福祉支援の体制・連携の強化

〇食料・飲料水の代替水源の確保

〇防災DXの加速

令和６年能登半島地震を踏まえた修正

佐賀県地域防災計画 修正の概要

・避難生活における生活環境確保に係る取り組みの充実化【風水害編P178、地震・津波編P203 】
・協定・届出避難所に係る情報の事前把握【風水害編P68、地震・津波編91】

・保健医療福祉活動チーム間の平時からの連携体制の構築【風水害編P49、地震・津波編P72】

・災害用井戸・湧水の活用による代替水源の確保【風水害編P.71、地震・津波編P94】

・各種防災システムを活用した被災状況の迅速な共有 【風水害編P123】

県独自の修正関係

〇陸上自衛隊佐賀駐屯地を計画に位置付け

・陸上自衛隊佐賀駐屯地を航空輸送施設として位置づけ【風水害編P52、地震・津波編P76】
・陸上自衛隊輸送航空隊を航空事故発生時の連絡ルートに追加【その他災害編P10,11】
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